
 

  

※ ◎・・・毎月月末までに前月分の申告が必要。申告納付すべき税額及び課税標準数量がない場合で

も０（ゼロ）での申告が必要です。 

    △・・・必要に応じて（課税標準数量、売渡し数量、買受け数量等がある場合）申告書及び受払い

報告書に添付の上提出して下さい。 

№ 様式の名称 

東京都登録の

卸売販売業

者等 

他道府県登録

の卸売販売業

者等 

摘 要 

１ 都たばこ税の申告書・修正申告書 

（第 16号様式） ◎ △ 
 

２ 品目別課税標準数量明細書 

(第 16号様式別表１) 
△ △ 

 

３ 区市町村別課税標準数量明細書 

(第 16号様式別表２) 
△ △ 

 

４ 受払い報告書 

（第 16号の２様式） ◎ 不要 
 

５ 卸売販売業者等からの買受け等明細書 

（第 16号の２様式別表１） 
△ 不要 

 

６ 卸売販売業者等への売渡し等明細書 

（第 16号の２様式別表２） 
△ 不要 

 

７ 小売販売業者への売渡し等明細書 

（第 16号の２様式別表３） 
△ 不要 

 

８ 返還に係る製造たばこの明細書 

(第 16号の５様式) 
△ △ 

 

９ 都たばこ税納付書 

（第 16号の４様式） 
△ △ 

 

10 【法 74条指定申請用】特例期限適用 

申請書(第 16号の６様式) 
△ △ 

 

11 【法 74条指定者用】都たばこ税の申告

書・修正申告書(第 16号の 3様式) △ △ 

№11 の申請により地方税

法第 74条の 10第 3項

の規定による指定を受けた

者のみ使用できます。 

12 都たばこ税還付請求申告書 

(第 16号の７様式) 
△ △ 

 


